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第
五
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」
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一
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則
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こ

山
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県
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則
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一
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改
正
す
る
規
則

一
部
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改
正
す
る
規
則
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税
務
課
）
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則

百
四
十
四
条
の
五
十
五
」
を
加

る
。

十
四
条
の
二
十
第
一
項
」
に
改

第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

」
に
、

第
一
節
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び
第
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削
除
」
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２

知
事
は
、
前
項
の
当
該
証

て
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
、

き
は
、
当
該
申
請
人
を
収
納

（
証
紙
代
金
収
納
印
の
印
影
の

第
三
十
四
条

条
例
第
七
十
六

記
第
八
十
四
号
様
式
）
と
し

八
十
五
号
様
式
）
に
よ
る
。

（
収
納
計
器
取
扱
人
の
指
定
申

第
三
十
五
条

条
例
第
七
十
七

計
器
取
扱
人
」
と
い
う
。
）

申
請
書
（
別
記
第
八
十
六
号

式
）

二

条
例
第
七
十
九
条
の
申

三

法
第
百
二
十
五
条
第
五

書

自
動
車
取
得
税
徴
収

四

条
例
第
八
十
条
の
申
請

動
車
取
得
税
納
付
義
務
免

五

法
第
百
二
十
五
条
第
六

第
八
十
三
号
様
式
）

五
条
の
十
」
を
「
第
三
十
五
条

る
。第

二
章
第
四
節
を
次
の
よ
う

第
四
節

自
動
車
取

（
自
動
車
取
得
税
に
係
る
書
類

第
三
十
三
条

自
動
車
取
得
税

請
の
書
類
の
様
式
は
、
そ
れ

一

条
例
第
七
十
五
条
第
二

め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
六

一
条
の
二
十
四
第
二
項
」
を
加

を
削
り
、
「
第
八
十
九
条
第
二

び
同
条
第
三
項
（
条
例
第
八
十

る
。第

二
十
一
条
中
「
第
四
十
五

紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
人
指
定
申

収
納
計
器
取
扱
人
と
し
て
指
定
す

計
器
取
扱
人
と
し
て
指
定
し
、
か

形
式
及
び
納
税
済
印
の
様
式
）

条
第
二
項
の
知
事
が
定
め
る
形
式

、
同
条
第
四
項
の
納
税
済
印
は
、

請
等
）

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
紙
代

の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

告
書

自
動
車
取
得
税
徴
収
猶
予

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五

猶
予
承
認
通
知
書
（
別
記
第
八
十

書

自
動
車
取
得
税
還
付
申
請
書

除
申
請
書
（
別
記
第
八
十
二
号
様

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
文
書

か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十

に
改
め
る
。

得
税

等
の
様
式
）

に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
告

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

項
の
申
告
書

自
動
車
取
得
税
修

十
二
条
の
三
第
二
項
」
の
下
に
「

え
、
「
、
第
百
七
条
の
十
三
第
二

項
（
条
例
第
百
七
条
の
十
四
第
三

九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
及
び

条
の
三
か
ら
第
四
十
五
条
の
七
ま

一

請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た

つ
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
人
に
通

は
、
山
口
県
証
紙
代
金
収
納
印
（

自
動
車
取
得
税
納
税
済
印
（
別
記

金
収
納
計
器
取
扱
人
（
以
下
「
収

、
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
人
指

ば
な
ら
な
い
。

申
告
書
（
別
記
第
八
十
号
様
式
）

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の

一
号
様
式
）

（
別
記
第
八
十
二
号
様
式
）
又
は

式
）

自
動
車
取
得
税
還
付
申
請
書
（
別

一
条
及
び
第
四
十
二
条
」
に
改

書
及
び
申
請
書
並
び
に
通
知
及
び

に
よ
る
。

正
申
告
書
（
別
記
第
七
十
九
号

、
第
八
十
条
の
二
第
二
項
、
第
八

項
、
第
百
二
十
五
条
の
二
第
二
項

項
」
を
「
第
八
十
条
の
三
第
二
項

第
百
七
条
の
十
四
第
二
項
」
を

で
、
第
四
十
五
条
の
九
及
び
第
四

いと知 別第納定 文自記 め申様 十」及削十

規

則
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県 報

３
すは

（
証

第
三収

２
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（号 外 ）

す
（
収

第
三用式

２
る

計
器
の
取
扱
い
を
廃
止
し
よ
う
と

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
押
印
手

、
前
月
の
納
付
金
額
に
係
る
分
に

八
十
九
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出

納
計
器
取
扱
人
の
住
所
等
の
変
更

十
八
条

収
納
計
器
取
扱
人
は
、

か
に
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
知

納
計
器
の
取
扱
い
の
廃
止
の
届
出

十
九
条

収
納
計
器
取
扱
人
は
、

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
納
付

「
納
付
金
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計

金
額
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を

。
十
億
円
以
下
で
あ
る
場
合

千

十
億
円
を
超
え
二
十
億
円
以
下

二
十
億
円
を
超
え
六
十
億
円
以

六
十
億
円
を
超
え
る
場
合

千

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
収
納
計
器

る
証
紙
代
金
収
納
印
を
い
う
。
以

、
申
告
書
等
の
証
紙
代
金
収
納
印

紙
代
金
収
納
印
押
印
手
数
料
）

十
七
条

知
事
は
、
収
納
計
器
取

納
印
押
印
手
数
料
（
以
下
「
押
印

押
印
手
数
料
の
額
は
、
そ
の
年
度

に
よ
り
納
付
し
た
金
額
（
第
四
十

る
も
の
と
す
る
。

納
計
器
の
使
用
）

十
六
条

収
納
計
器
取
扱
人
は
、

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
証
紙

）
に
よ
り
、
知
事
に
対
し
、
証
紙

「
始
動
票
札
」
と
い
う
。
）
の
交
付

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
当
該
始
動

こ
と
が
で
き
る
。

す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、

数
料
の
支
払
を
請
求
し
よ
う
と
す

つ
い
て
、
証
紙
代
金
収
納
印
押

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
届
出
）

そ
の
住
所
又
は
氏
名
若
し
く
は

事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

）収
納
計
器
の
取
扱
い
を
廃
止
し

し
た
金
額
か
ら
当
該
還
付
し
た
金

額
を
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額

乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
に
一

分
の
十

で
あ
る
場
合

千
分
の
五

下
で
あ
る
場
合

千
分
の
三

分
の
一

に
よ
る
証
紙
代
金
収
納
印
（
条

下
「
証
紙
代
金
収
納
印
」
と
い

押
印
欄
に
正
確
に
押
印
し
な
け

扱
人
に
対
し
、
証
紙
代
金
収
納

手
数
料
」
と
い
う
。
）
を
支
払

に
お
い
て
収
納
計
器
取
扱
人
が

二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

証
紙
代
金
収
納
計
器
（
以
下
「

代
金
収
納
計
器
始
動
票
札
交
付
申

代
金
収
納
計
器
始
動
票
札
（
別

を
申
請
し
、
そ
の
交
付
を
受
け

票
札
に
表
示
さ
れ
た
金
額
を
限

そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
知
事
に

る
と
き
は
、
毎
月
五
日
ま
で

印
手
数
料
支
払
請
求
書
（
別
記

名
称
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速

い
。

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
収

額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下

に
よ
つ
て
区
分
し
て
そ
れ
ぞ
れ

・
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

例
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定

う
。
）
の
押
印
を
す
る
場
合
に

れ
ば
な
ら
な
い
。

印
の
押
印
に
つ
き
、
証
紙
代
金

う
も
の
と
す
る
。

条
例
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
還
付
し
た
金
額
が
あ

収
納
計
器
」
と
い
う
。
）
を
使

請
書
（
別
記
第
八
十
七
号
様

記
第
八
十
八
号
様
式
）
（
以
下

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

度
と
し
て
収
納
計
器
を
使
用
す

第
四
十
三
条

自
動
車
取
得
税

書
類
に
よ
り
す
る
も
の
と
す

他
知
事
が
や
む
を
得
な
い
事

り
表
示
し
た
金
額
の
合
計
額

き
は
、
当
該
始
動
票
札
に
表

合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
金

と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項

る
。

（
自
動
車
取
得
税
の
更
正
及
び

（
収
納
計
器
の
使
用
に
係
る
納

第
四
十
二
条

収
納
計
器
取
扱

誤
つ
て
押
印
し
た
証
紙
代
金

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
前

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
使
用

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
証

旨
を
当
該
収
納
計
器
取
扱
人

（
記
録
等
の
義
務
）

第
四
十
一
条

収
納
計
器
取
扱

式
）
を
備
え
置
い
て
、
毎
日

２

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
毎

使
用
状
況
報
告
書
（
別
記
第

な
ら
な
い
。

３

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
使

（
収
納
計
器
取
扱
人
の
指
定
の

第
四
十
条

知
事
は
、
収
納
計

取
扱
人
の
指
定
を
取
り
消
す

一

収
納
計
器
を
取
り
扱
う

二

条
例
又
は
こ
の
規
則
に

三

収
納
計
器
を
不
正
に
使

四

前
条
の
規
定
に
よ
り
収

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に

に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知

る
。

由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

が
当
該
収
納
計
器
の
始
動
票
札
に

示
し
た
金
額
か
ら
証
紙
代
金
収
納

額
に
相
当
す
る
額
の
納
付
金
額
に

の
規
定
に
よ
り
納
付
金
の
還
付
を

決
定
の
通
知
）

付
金
額
の
還
付
）

人
は
、
証
紙
代
金
収
納
印
の
金
額

収
納
印
の
金
額
に
相
当
す
る
額
の

項
の
規
定
に
よ
り
納
付
金
額
の
還

に
係
る
納
付
金
額
還
付
請
求
書
（

。紙
代
金
収
納
印
の
押
印
に
よ
る
納

の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
に
通

人
は
、
証
紙
代
金
収
納
計
器
使
用

、
収
納
計
器
の
使
用
状
況
を
記
録

月
末
日
現
在
に
お
け
る
収
納
計
器

九
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
翌
月
五

用
済
み
と
な
つ
た
始
動
票
札
を
知

取
消
し
）

器
取
扱
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

も
の
と
す
る
。

の
に
必
要
な
資
力
又
は
信
用
を
失

違
反
し
た
と
き
。

用
し
た
と
き
。

納
計
器
の
取
扱
い
の
廃
止
を
届
け

よ
り
収
納
計
器
取
扱
人
の
指
定
を

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

て
、
証
紙
代
金
収
納
印
の
押
印
に

表
示
し
た
金
額
に
達
し
て
い
な
い

印
の
押
印
に
よ
り
表
示
し
た
金
額

つ
い
て
、
そ
の
還
付
を
請
求
す
る

請
求
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

を
誤
つ
て
押
印
し
た
と
き
は
、
当

納
付
金
額
に
つ
い
て
、
そ
の
還
付

付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

別
記
第
九
十
二
号
様
式
）
を
知
事

付
の
方
法
が
廃
止
さ
れ
た
場
合
そ

知
す
る
も
の
と
す
る
。

状
況
記
録
簿
（
別
記
第
九
十
号

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
使
用
状
況
を
証
紙
代
金
収
納
計

日
ま
で
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ

事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
収
納
計

つ
た
と
き
。

出
た
と
き
。

取
り
消
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ

二

る よとのこす 該を、にの 様器ば。 器の



平成

十十

年 月 日 火曜日

七八九

山 口 県

三四五六

報

第
（
軽

第
四め一二

（号 外 ）

一二三
通
知
の
文
書

軽
油
引
取
税
徴
収

条
例
第
八
十
一
条
の
十
九
第
一

一

条
例
第
八
十
一
条
の
十
九
第

供
命
令
書
（
別
記
第
三
十
三
号
様

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
第
二

担
保
の
提
供
、
保
証
人
の
変
更
そ

担
保
請
求
書
（
別
記
第
三
十
号
様

は
保
証
人
変
更
請
求
書
（
別
記
第

条
例
第
八
十
一
条
の
十
七
の
申

式
）法

第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第

登
録
通
知
書
（
別
記
第
九
十
五
号

条
例
第
八
十
一
条
の
十
第
四
項

登
録
事
項
変
更
登
録
申
請
書
（
別

条
例
第
八
十
一
条
の
十
第
五
項

登
録
消
除
申
請
書
（
別
記
第
九
十

条
例
第
八
十
一
条
の
十
第
七
項

登
録
消
除
通
知
書
（
別
記
第
九
十

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
第
一

二
章
第
四
節
の
次
に
次
の
一
節
を

第
四
節
の
二

軽
油
引
取
税

油
引
取
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

十
四
条

軽
油
引
取
税
に
係
る
次

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

条
例
第
八
十
一
条
の
十
第
二
項

記
第
九
十
四
号
様
式
）

条
例
第
八
十
一
条
の
十
第
三
項

法
第
百
二
十
九
条
第
四
項
の
規

場
合
の
通
知

自
動
車
取
得
税
更

定
通
知
書
（
別
記
第
九
十
三
号
様

法
第
百
三
十
二
条
第
五
項
の
規

し
た
場
合
の
通
知

自
動
車
取
得

法
第
百
三
十
三
条
第
四
項
の
規

得
税
決
定
通
知
書
（
別
記
第
九
十

猶
予
承
認
通
知
書
（
別
記
第
九

項
の
書
面

軽
油
返
還
届
出
書

二
項
及
び
第
八
十
一
条
の
二
十

式
）

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

の
他
担
保
を
確
保
す
る
た
め
必

式
）
若
し
く
は
担
保
変
更
請
求

三
十
一
号
様
式
）

請
書

軽
油
引
取
税
徴
収
猶
予

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

様
式
）

の
規
定
に
よ
る
申
請
の
文
書

記
第
九
十
四
号
様
式
）

の
規
定
に
よ
る
申
請
の
文
書

六
号
様
式
）

の
規
定
に
よ
る
通
知
の
文
書

七
号
様
式
）

項
の
規
定
に
よ
り
担
保
の
提
供

加
え
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
様
式

の
申
請
書

軽
油
引
取
税
特
別

の
規
定
に
よ
る
通
知
の
文
書

定
に
よ
る
課
税
標
準
額
及
び
税

正
通
知
書
（
別
記
第
九
十
三
号

式
）

定
に
よ
る
過
少
申
告
加
算
金
額

税
決
定
通
知
書
（
別
記
第
九
十

定
に
よ
る
重
加
算
金
額
を
決
定

三
号
様
式
）

十
九
号
様
式
）

（
別
記
第
百
号
様
式
）

一
第
一
項
の
還
付
申
請
書

軽

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
増

要
な
行
為
の
請
求
の
文
書

増

書
（
別
記
第
三
十
号
様
式
）
又

申
請
書
（
別
記
第
九
十
八
号
様

十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者

を
命
ず
る
文
書

保
全
担
保
提

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

徴
収
義
務
者
登
録
申
請
書
（
別

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者

額
を
更
正
し
、
又
は
決
定
し
た

様
式
）
又
は
自
動
車
取
得
税
決

又
は
不
申
告
加
算
金
額
を
決
定

三
号
様
式
）

し
た
場
合
の
通
知

自
動
車
取

得
取

車
動

自
等

者
害

障
体

自
・

税

８
号

３
第
項

１
第
３
の

条
の

項
１

第
条

９
」

第
一
節
及
び
第
二
節

第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
六
条

別
記
第
三
十
号
様
式
及
び
別

「第
の

条
項

２
第

３
の

」

項
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「

項

第
」
を
「第

の
条

項
１
第

別
記
第
四
十
七
号
様
式
（
そ

三

法
第
百
四
十
四
条
の
四

軽
油
引
取
税
加
算
金
決
定

第
四
十
五
条
の
二
を
次
の
よ

（
納
税
済
印
の
様
式
）

第
四
十
五
条
の
二

条
例
第
八

八
十
五
号
様
式
）
に
よ
る
。

第
四
十
五
条
の
三
か
ら
第
四

第
三
章
第
一
節
及
び
第
二
節

（
軽
油
引
取
税
の
更
正
及
び
決

第
四
十
四
条
の
二

軽
油
引
取

る
書
類
に
よ
り
す
る
も
の
と

一

法
第
百
四
十
四
条
の
四

決
定
し
た
場
合
の
通
知

決
定
通
知
書
（
別
記
第
百

二

法
第
百
四
十
四
条
の
四

額
を
決
定
し
た
場
合
の
通

油
引
取
税
還
付
申
請
書
（

十
二

条
例
第
八
十
一
条
の

供
し
た
こ
と
の
承
認
申
請

十
三

条
例
第
八
十
一
条
の

た
こ
と
の
承
認
書
（
別
記

十
四

条
例
第
八
十
一
条
の

百
一
号
様
式
）

用
税

車
動

」
に
、
「第

の
条

に
、
「

税
得

取
車

動
自

税
車

動
自

を

」
を
「自 自

削
除

ま
で

削
除

記
第
三
十
一
号
様
式
中
「第

条

を
「第

の
条

い
お

に
項

２
第

係
関

条

」
を
「第

係
関

条

」
に
改
め
る
。

の
四
）
中
「

第

車
動

自
等
者

害
障

体
身

９
８

十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
重
加

通
知
書
（
別
記
第
百
四
号
様
式
）

う
に
改
め
る
。

十
六
条
の
三
第
二
項
の
納
税
済
印

十
五
条
の
十
ま
で
を
削
る
。

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
の
通
知
）

税
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通

す
る
。

十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
課
税

軽
油
引
取
税
更
正
通
知
書
（
別
記

四
号
様
式
）

十
七
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
過
少

知

軽
油
引
取
税
加
算
金
決
定
通

別
記
第
百
一
号
様
式
）

二
十
第
一
項
の
承
認
申
請
書

免

書
（
別
記
第
百
二
号
様
式
）

二
十
第
二
項
の
承
認
書

免
税
軽

第
百
三
号
様
式
）

二
十
一
第
一
項
の
免
除
申
請
書

三

の
号

３
第

項
１

第

」
を
「

を
税

車
動

税
得

取
車

動

第

」
に
、

係
関

」
を
「第

係
関

条

」
に

第
法

同
る

す
用

準
て

３
第

条

」
に
、
「第

の
条

取
車

動
自

・
税

１
第

３
の

用
税
得

」
を
「第

項
１

第
条

身

算
金
額
を
決
定
し
た
場
合
の
通
知

は
、
自
動
車
税
納
税
済
印
（
別
記

知
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

標
準
量
及
び
税
額
を
更
正
し
、
又

第
百
四
号
様
式
）
又
は
軽
油
引
取

申
告
加
算
金
額
又
は
不
申
告
加
算

知
書
（
別
記
第
百
四
号
様
式
）

税
軽
油
以
外
の
軽
油
を
免
税
用
途

油
以
外
の
軽
油
を
免
税
用
途
に
供

軽
油
引
取
税
免
除
申
請
書
（
別
記

、 第 めは税金 にし第
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「

得 自 自別別
税 取

車
動

税
車

動

」
を

「

車
動

自

取
車

動
自

記
第
五
十
一
号
様
式
中
「

円

記
第
七
十
九
号
様
式
か
ら
別
記
第

税 税
得

」
に
改
め
る
。

」
を
「

円

」
に
改
め
る

百
十
九
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
。う

に
改
め
る
。

、
欄

考
備

」
式

方
の

置
装
速
変

本
日

、
は
さ
き
大
の
紙

用

料
燃

工

の４
の条

９第
則附

例条第
２

第は
又項

用適
項

１

得
取

ン
リ

ソ
ガ

有
１

）
除

控
円

万
油
軽

２
有

２
）
除

控
円

万
他
の
そ

３
無

３

自
び
及
者
告
申

１
注

考
備

び
並
地
在
所

の
譲

を
車

動

２
び
及

称
名

に
び
及
欄
」
料
燃

だ
く
で
ん
囲
で
○

を
例

条

３
。

い
さ、
欄

」
額

価
得

取
び
及
欄
」

式
燃

し
入

記
に

合
は

欄
」

造
構

課
標

税
課

。
い

さ
だ

く
て

に
既

額
税
び

及
額
準
標
税

車
動

自
た

し
定

確
の
付
納

べ
す

付
納

回
今

額
税

得
取

動
自

額
税

得
取

車
動

自
き

氏

所
住

者
た
し
渡
譲

を
車

名

例
条

収
徴
課
賦

税
県
口
山

第

号
番

録
登

日
月

年
得

取

）
号

番
両

車

場
置

定

類
種

因
原

の
得

取

第
式
様
号

第

所
務
事

税
県

自

）
係

関
条

様
長

び
及
欄

必
る

す
入

記
は

欄
」

造
構

格
規
業

費
燃

額
価

。
る
す
と
４

列

円
千

車
量

重
両

車

氏
び
及
所
住

の
者
た
し
渡

名
氏

の
者

表
代

法
、

は
名

則
附

さ
だ
く

て
し

入
記

を
第
２
の
４
の

条
９
第

、
欄

」
費

は
又
項、
欄

」
量

重
両

車
、

車
の
４

の
条

９
第

則
附

例
条

動
自

物
貨

、
し

だ
た

第
２

円
千

額
準

動
自

の
外

以
車

率
税

り
よ
に

定
規

の
項

２
第

条

記

下
、及

年
作
製

又
年
録

登
度

初用 車

番
台

車
日

月
年

型
び

郵 告
申

正
修

税
得

取
車

動

住
者

告
申

氏
）

者
務
義

税
納

総
両

。
ん
せ
ま
り
あ
は
要

構
式

方
の

置
装

速
変

量
重

造

主
の
そ

、
は
て
つ
あ
に
人第
。
い

所
務
事
る
た

す
当

該
、

は
欄

」
用

適
項

、
欄

」
量

重
総

両

号
番
る

方
の

置
装

速
変

第
は

又
項車

場
の
有

が
欄

」
用

適
項
、
は

て
つ

あ
に

○

額
税

」
量

重
総

両
車

イ○

円

ロ○

円

イ
○ ロ

円

す
ま

し
告

申
り
お

と
の

記
。

途 名 号 式 は

名 所 号
番

便

日
月

年

書

）
番

局
話
電

四
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…
考

備

証 れ 譲 申 徴 よ 徴…
…

報

設 譲 よ

（号 外 ）
第

る
す
と

う
け
受

を
予

猶
収

準
標

税
課

月
年

月
年

間
期

渡

額
税

額
税

告
予

猶
収

額

さ
保

担
り

よ
に

産
財

保
担

れ
そ

び
及

容
内

の
権

債
る

称
名
の

類
書

付
添

る
す

を

縦
、

は
さ

き
大

の
紙

用
…

…
…

…
…

…
…

…
ン

セ

務
事
税

県

…
…
…

…
…

…

税
県
口

山

者 財 譲
様

長
所

第
例

条
収

徴
課

賦

渡

。
す

ま
し

告
申

う

の
条

年
日
月

年
定

の
産

財
保
担

式
様

号
第

）
係

関
条

日
ら
か

日

義 納

日
月

年

自

名
車

円
千

途
用

類
種

で
ま

ル
ト

ー
メ
チ

式
型

式
年

円

横
、

…
…

…
…

ト
ー

メ
チ

ン
セ

…
…
…

…
…

…
…

…
…

…

所
住

…

定
設

産
保
担

渡
）

地
在

所

名
氏

名
氏

者
表

代
び

及
称

名
）お
と
の

次
、

り
よ

に
定
規

番
録

登
日

月

取
車
動

自
り

取
車
動

号
番

両
車

は
又

号

住

書
告

申
予
猶

収
徴

税
得

所名
氏

者
務
税

）
地

在
所

名
氏

者
表

代
び

及
称

名
）

す
と

ル

用
家
自
・

用
業

営

…
…
印
…
…

…
…

…
。
る

…
…

…
…
…

れ
さ

を
予
猶
収
徴

の
税
得

る

き
で

が
と

こ
る
す
起
提
ば

い
な
が

決
裁

も
て
し
過
経

緊
め

た
る

け
避
を
害
損
い

、
は
き

と
る

あ
が
由
理
な

し
付
納
に
ち
直
、
は

。
す

い
つ

に
分
処
の
こ

２

く
て

て
し
算
起

不
て

が
と
こ
る
す

、
に
内

以
日

く
て
し
出
提

。
す
ま

き
で

処
の
こ
、
た
ま

。
い

さ
だ

か
日
翌
の
日
た
つ

取
の
分

被
が

事
知
県
口
山

算
起

ら分
処

の
こ
、
お
な

代
の
告 年

申
の

け
付

日
月

年

取
の

徴
１

注

年
間

期
予
猶
収
徴

了
満
間

期
の

予
猶
収

第
式
様
号

第
）
係

関
条

い
て
れ
さ

と
と
こ
い
な

様

分
処
、

き
と

審
、

が
す

ま

急

く
し
若

行
執

の
分

処
、

又
、
き
と
る
あ

が
要
必
の

で
い

な
経
を

決
裁

の
そ

は

い
さ

だ

し
消
取

の
分

処
、

こ
、

は
合

場
る

あ
が

服

。

審
服
不
政
行

あ
が
分
処
の

審

に
定
規
の
条
４
第
法
査

通
２

副
正

、
は

書
求

請
査

、
は

え
訴
の
し
消

る
な
を

６
て
し

求
請
査
審
の
記
上

を
県
口

山
、

に
内

以
月

箇

）
。
す
ま

り
な
と
者
表

被

え
訴

の
し

消

こ
る
す

起
提

請

求
請
査

審
の

記
上

、
は

お
と
の
次
、
は
て

い
つ
に

猶
収
徴

ら
か
日

月

認
承

り

ま
日

の

で
ま

日
月

額
金

予渡
譲
を

車
動

自
該

当
に

で

猶
収
徴
税

得
取

車
動

自

担 知
通
認

承
予

五

ら
か
日

た
つ
あ
が
求
請
査

行
続

の
続

手
は

を
月
箇
３

裁
他

し
著
る
ず
生
り
よ

に

き
つ
に
と
こ

い
な
経
を
決

る
す
起
提
を
え
訴
の

当
正

と
こ
た

つ

ま
き
で
が
と
こ

ら
か
日
翌
の
日
た

つ
知
を

審
に
事

知
県
口
山
、
り
よ

事
税
県
当
く
べ

を
求
請

査

対
に

て
し
由
経
を
長
所

務

と
こ

た
つ

あ
が

決
裁

る
す

て
し

と
告

知
を

と

、
て
い
お
に
合
場

の
こ

る
す
対

に

。
す
ま
き
で
が

れ
け
な

で
後

た
経

を
決

裁

長
所

務
事
税
県

印

定
設

産
財

保

円

。
す
ま
し 書

き
と
い
な
し
転
移

に
者

日
月

年

号
第



平成 年 月 日 火曜日

考
備

返 申

山 口

返 用 種 車 製

県 報

登 務 還 さ初

（号 外 ）
第

あ
で

み
済

付
納

が
額

金
請

と
こ

た
し

還

納
は

き
と

る

名
の

類
書

付
添

る
す

証
を

本
日
、

は
さ

き
大

の
紙

用 台

式
型

び
及
年

作

規
業
工

山

由
理

た
し

還

途 類 号
番

第
例

条
収

徴
課

賦
税

県
口

ま
し
請

申
う

よ
る

れ

の
条

除
免

義
付

納
は

又
付

。
す

番
両

車
号

番
録

額
金

請
申

は
又

年
録
登

度

）
号

式
様

号
第

）
係

関
条所
務

事
税

県

日
月

年

動
自

月
年
た

し
付

者 請 申

様
長

格

称

日

月
年

得
取。

る
す
と

４
列

還
返

日
月

年
た

し
還

返

日

住
の

者
業

売
販
た

け
受

を
所

名
氏

び
及）

地
在

所

）
名

氏
者

表
代

び
及

称
名 と

の
記
下

、
り

よ
に

定
規

名
車

記

車
動
自
動

自
り
お

務
義

付
納

付
還

税
得

取
車

所
住

書
請
申

除
免

及
称

名
名

氏

）
地
在

所

）

年

日
月

年

名
氏
者
表

代
び

を
税

得
取

車

日
月

年

日
月 務

義
付
納
の

税
得
取

付
還円

除
免
を

担
り
よ

に
産
財
保
担
渡
譲

及
容
内
の
権
債

る
れ
さ
保

書
付

添
る
す
証
を
れ
そ

び

大
の
紙

用
考
備

称
名
の
類

用

類
種

工
本

日
、

は
さ
き

税 済 付 納
日

月
年
付
納

途

還

額
税

額
準
標
税
課

等 額

号
番

録
登

額
金

請
申

付

年
録
登
度
初

）
号

番
両

車車

式
型
び
及
年
作
製

は
又

号
番

台

第
式
様
号

第
）
係

関
条

様
長
所
務
事
税
県

日
月

年

第
法
税

方
地

格
規
業

考
備

の
項
６

第
条

者
定
設
の

。
る
す

と
４

列

及
称
名

保
担
渡
譲

名
氏
者
表
代
び

月
年

日
月

年
定
設

の
産
財

定
設

の
産
財
保

担
渡
譲

日

産
財
保

担
渡

譲
円
千

間
期

月
年

た
し
転
移

に
者
定

設 日
月

年
得

取

名
車 記

円
日

所
住氏

産
財
保
担
渡
譲

地
在
所

申
付
還
税
得
取

車
動
自

名

所
住

者 請 申

書
請

び
及

称
名

名
氏

）
地

在
所

）
り
よ
に

定
規

名
氏
者

表
代

れ
さ
付

還
を

額
金

記
下

、

）

月
年

ら
か
日

月
年

日
月

年

日
月

年

円

日
月

年

で
ま
日

）

。
す
ま
し
請
申
う

よ
る

六



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報

考
備

第

（号 外 ）
第

と
製
う

ゆ
ち

ん
し

ゴ
考

備

。
と

こ
る

す

式
様

号
第

第
、

条

式
様

号

自 自 ２
の

条

第

代
紙

証
県

口
山

）
係

関
条

。
と
こ

る
す

と
印

ム

車
動

税
得

取
車

動

）
係

関

印
納

収
金

印
済

税
納

税

、
は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

号
番

造
製

器 計 納

工
本
日

票
動

始

日
月

年
始

開
用

使

代
紙
証

考
備

額
金

示
表

札

１

と
人

扱
取

器
計
納
収
金

記
下
、
り
よ
に
定
規

の
項

金 代 紙 証
所

場
置

設

と
の

式
型
び

及
称
名

収

第
式
様
号

第
）
係

関
条

業

様
事
知
県
口
山

日
月

年

格
規

。
る
す
と
４

列

）
さ
定

指
て

し

名
氏

者
表

代

お

税
県
口

山
、

う
よ

る
れ

紙
証

記 。
す
ま

し
請
申
り

指
人

扱
取

器
計

納
収

金
代

所
住

者 請 申

請
申
定

び
及

称
名

名
氏

）
地

在
所

七

規
行

施
例
条
収
徴
課
賦

円 第
則

書

第
条



平成 年 月 日 火曜日 山 口

考
備 注

県 報

収

（号 外 ）
第

で
い

な
し
入

記
、

は
欄

※

さ
き
大

の
紙

用

い
さ
だ

く

県
口

山

規
業

工
本

日
、

は

規
行
施

例
条

収
徴

課
賦

税

交
の
札

票
動

始
器

計
納

則

請
額

金
面

額

し
請

申
を

付

円

求

式
様

号
第

）
係

関
条

知
県

口
山

日
月

年

代
紙
証

格 。

様
事

第

。
る
す

と
４

列

り
よ

に
定
規

の
項

１
第

条

合
量

数

記

。
す
ま

記
下
、

動
始

器
計

納
収
金

枚

金
計

者 請 申

書
請

申
付

交
札

票所
住

び
及

称
名

名
氏

）
地

在
所

）
山
り

お
と

の

名
氏

者
表
代

付
交

※
額

金
代
紙
証
県
口

円

号
番

さ
厚

考
備

ル
ト

ー
メ

チ
ン
セ

第
式
様
号

第
）
係

関
条

、
し
と
製
ル

ニ
ビ
化
塩
の

、
し

と
色

白
は

色
地

面
板

。
る
す
と
色
黒
は
色

刷

八



平成 年 月 日 火曜日

考
備

参

山 口 県 報

月

（号 外 ）
第

る
す

対
に

額
象

対
付

交
の用

考

象
対
付

交
末

月
前

手

工
本
日

、
は

さ
き

大
の

紙

合

札 票 動

規
業

対
付

交

請
金

付
還

ち
う

の

額
象

例
条

収
徴
課

賦
税

県
口

山

金
代
紙

証
の

分

則
規
行

施

面
額

料
数
手

印
押

印
納

収

始
円

枚
額

金

式
様

号
第

）
係

関
条

知
県

口
山

日
月

年

代
紙
証

額
の

料
数

様
事

象
対

付
交

分
月

本
計
累

額格

円
円

額

計

。
る

す
と

４
列

額
求

）
第

名
氏

者
表
代

り
よ

に
定
規

の
項

３
第

条

。
す

ま
し

求
請
を

記
下
、

印
押
印

納
収
金

枚

金
数

記

求 請

書
求

請
払

支
料

数
手

所
住

者
び

及
称

名
名

氏

）
地

在
所

計
累
額
象
対
付
交
末
月

本

円

額

年
り

お
と
の

円

計
合

第
式
様
号

第
）
係

関
条

枚
号
番

日
月

年
札

票
動

始

ン 積 累

円
枚

額
金

数

用
使
器
計
納

収
金
代
紙
証

収
金

代
紙

証
額

計

記
況
状

左
の

も
た
し

印
押

を
印

納

ー
タ
ウ
カ
算

印
押
の

）
件

円
件

円

数
件

額
金

数
件

金 た
し
ち
う 録

九 済
未
示
表

の
も
て
つ
誤

簿

考

円
円 額

備
印
認
確

額



平成 年 月 日 火曜日

考
備

山 口 県 報

月

（号 外 ）
第

額
示

表
分
月

今

日
、

は
さ
き

大
の

紙
用

） 額
計

累
末

月
前

規
業

工
本

引
差

）

た
し
示

表
て

つ
誤

ち
う

の

収
徴
課

賦
税

県
口

山

額
金

紙
証
の

分

則
規
行

施
例

条

状
用

使
の

器
計

納
収

金
代

累
末

月
今

納
収

金
代

紙
証

額
計

式
様

号
第

）
係

関
条

事
知

県
口

山

日
月

年

紙
証

取 収 証

様

格
。

る
す

と
４

列

第
り

よ
に

定
規

の
項

２
第

条

す
ま

し
告

報
を
況

記
下
、

円

額
示

表
器

計

記

。

況
状
用

使
器

計
納

収
金
代扱

器
計

納
金
代

紙

書
告
報

所
住

人
び

及
称

名
名

氏

）
地

在
所

）
年

り
お
と
の

名
氏
者

表
代

考
備

は
に
書
求
請

の
こ

注

計
合

し
付

添
を
分

受
を
付

還
、

紙
用

考
備

。
い
さ
だ
く
て

計

工
本
日

、
は

さ
き
大
の

・

・
・

月
年

印
押

号
番
器

賦
税
県

口
山

・
・

・
・

・

の
分
月

行
施

例
条

収
徴
課

使
の
器

計
納
収
金
代
紙
証

る
す

と
う
よ
け
受
を
付
還

額
金

第
式
様
号

第
）
係

関
条

県
口
山

日
月

年

金
代
紙

証

納
る

す
と

う
よ

け

様
事
知

格
規
業

申
る
係
に
額
金
付

金
示

表
日

。
る
す
と
４

列

第
則
規

円

額

り
よ

に
定

規
の

項
２

第
条

還
の
額
金
付

納
る
係
に
用

計
納
収

訳
内

記

求
請
を
付

金
付
納
る
係
に
用
使

の
器

所
住

者 求 請

額

び
及

称
名

名
氏

）
地

在
所

）

証
の

等
書

告

名
氏

者
表

代

部
影
印
の
印
納
収
金

代
紙

年
り
お
と
の
記
下
、

由
理

書
求
請

付
還

円

。
す
ま
し

一
〇



平成 年 月 日 火曜日

注 場 納 納

山 口 県

過 税 税 標 課 区

報

額

（号 外 ）
第

の
年
前

の
年

各
る

す
月

商
る

れ
ら

め
定

り
よ

を
日 金

き
べ

す
付

基
の

形
手

業

融
金

定
指

の
県

所 る
す
付

額
税

足
不

１

定
指
、

関
機

足
不

告
申
、

は
て

い
つ

に

額
税

は
又
額

金

数
端

の
満

未
円

ま

て
捨
り

切
を

額
全

の
そ

期
納

の
そ

は
又

間
期

の
で

ト
ン

セ
ー

パ

の
限

告
申

分

の
間

期
の

ら
れ

こ

額
準
税

円
千

決
は

又
正

更

率

算
加

重
・

不
・ 額

円

標
税

課
の

税
得

取
車

動
自

に
額

金
算

加
額

税
額

準

◯ イ
額

金
算

加
び

及
）

◯ ロ
を

）

車

型
号

番
録

登

式
様

号
第

様

動
自

）
係

関
条

日
る
け

お
に

時
る

す
過
経

に
率

引
割

準

第
法

行
銀

本

◯

割
の

ト
ン

セ
ー

パ
４

年

イ
◯

＋
ロ

限
期

納
の

額
金

算
加

額
円

納
収

は
又

関
機

融
金

理
代

限
期
出

提
の
書

融
金

理
代

が

日
の

付
納

ら
か

日
翌

の

が
額
全

は
又

き
と

る
あ

年
に
）

。
る

未
円

ト
ン

セ
ー
パ

経
を

月
１

ら
か

日
翌

の
こ

成
平

ち
う

で
ま

日
る

す
過

間
期

の
後

以
日

１
月

１
年

円
千

円
千

足
不

過
定

◯
円
イ◯

円

ロ

更

日
月

年
求

請
正

更

金
円

更

日
月

年
の

定
決
は

又
正足

不

拠
根

の
定

決

は
又

正

び
及

額
税

更
り

お
と

の
記

下
て

い
つ

で
ま

限
期

納

た
し

定
決
正

記

い
さ

だ
く

て
め

納
に

名

を
車

動
自

式

知
通

定
決
正

更
税

得
取

車
書

定
規
の

号
１
第
項
１

第
条

が
合

割
た

し
算

加
を

合

に

年

所
務
事
税
県

関
機

日
月

年

応
に
数
日
の
間
期

の
で
ま

、
は
き
と
る

あ
で

満

、
じ

定
指
に

書
知
通

数
端
の
そ

に
間

期
の

限
期
納
た
れ
さ

年
、

は
て

い
つ

間
期

該
当
、
は
て

い
つ
に

日
月

年

日
月

年

属
の 足

不
。

す
ま

し
知

通
で
の。

税

録
登

者
た

し
渡

譲

日
月

年

日
月
年

）
得
取

所
務

事
税

県

日
月

年

号
第

長
印

、
は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

こ
、
た
ま

。
い

さ

工
本

日

日
翌
の

日

消
取
の

分
処

の

被
が

事

６
て

し
算

起
ら
か

お
な

り
な
と

者
表

代
の
告

す
起

消
取
の

分
処

の
こ
、

も

こ
い
な

き
で

が
と
こ
る

分
処

、
き

と
い
な
が
決
裁

あ
が

要
必

の
急
緊
め
た

る

で
い
な
経
を
決
裁
、

は

る

合
割
の
ト
ン
セ
ー

パ

処
、

合
割

の
）
）
合

割

た
満

に

て
じ

乗
を

ま
し

き
と

る
あ

で
満

未
円

た

け
お

に
合

場
の

こ
。
すの

こ
２

。
す

で
合
割
の
りて

し

服
不
て

い
つ

に
分
処

で
が

不
政

行
、

に
内
以
日

業

書
求
請

査
審

。
す
ま
き

格
規

え
訴
の

し

。
る

す
と

４
列

に
求
請
査
審
の
記
上
、

は

を
県

口
山

、
に

内
以

月
箇

起
提
）
。
す
ま

し
と
告
被

の
し

ま
き
で
が
と
こ
る
す

請
査

審
の

記
上

、
は

え
訴

す
ま
い

て
れ
さ
と
と

に
求

の
分
処
、

求
請
査
審
、
が

続
の

続
手

は
く

し
若

行
執

決
裁
他
の
そ

は
又
、
き
と

の
し
消

取
の

分

い
な
経

を

い
な

こ
る

す
起

提
を

え
訴

引
割
準
基
該
当
、

は
合
場

延
の

額
金

た
し

算
計

に
率

金
滞

額
金

数
端

の
そ

、
は

未
円

当
年

る

を
額

全
の

そ
は

又

閏
、

は
合

割
の

り
た

、
は

合
場

る
あ

が

日
の

年

査
審
服

つ
あ
が
分
処
の
こ

り
よ

に
定

規
の

条
４

第
法

る
な
を
通

２
副
正
、
は

、税
県
当
く
べ

一
一

こ
た
つ

あ
が
決
裁
る
す
対て

た
つ
知
を
と

山
、

て
い

お
に

合
場

の
こ

決
裁
る
す
対

。
す

知
県
口

提
ば
れ
け
な
で
後
た

経
を

月
箇
３

ら
か
日
た
つ
あ
が

生
り
よ
に
行

て
し
過
経
を

け
避
を
害
損
い
し
著

る
ず

由
理

な
当

正
き

つ
に

と
こ

ま
き
で
が
と

き
と
る
あ
が

の
ト
ン
セ
ー
パ
４
年

。
す

端
の

満

た
し

算
加

を
合

割

額
全

は
又

き
と

る
あ

が
数

加
を

）
。
る

て
捨

り
切

が

間
期

む
含

を

収
徴

て
し

算、
も

て
い

つ
に

日
た
つ
知
を
と
こ
た

当
日

県
口
山

算
起
ら
か
日
翌
の

る
す
を
求
請
査

審
に
事
知

し
由
経
を
長
所
務
事

と
こ

だ
く
て
し
出
提
て



平

考
備

成 年 月 日 火曜日

注

付
添

※ ※ の 登

山 口

油 石 扱 取 所 業 事 は 又 所品 製

県 報

特 特務 事

（号 外 ）
第

し 事

な
し

入
記

、
は

欄
印

※
３

は
さ

き
大

の
紙

用
く

で
い

録
前

更
変

規
業
工

本
日

、

務
義

収
徴

別
特

更
変

項
事

収
徴

別
特

第
号

番
録

登
者

務
事
類

書

領
受

証
者

務
義

平
物

建
の

所
業

事
は

又
所

及
所

住
の

者
請

申
１

図
面

を
名

氏
の

者
、

は
名

氏
び

２
い

さ
だ

く
て

し
入

記
て
し

と
者

務
義

収
徴

別
特

収
徴

別
特

て
い

お
に

後
指

の
者

表
代

称
名

と
者

務
義

種

日
月

年
始
開

業
営

名
氏

ト
ッ
リ
ロ
キ

備
設

蔵
貯

類

更
変

量
度

限
蔵

貯
キ

ル

例
条

収
徴

課
賦

税
県

口
山

第

て
し

と
者

務
義

収
徴

別

条

事
録

登
の

者
務

義
収

徴
別

変
の

項

て
し

と
者

務
義

収
徴

別
特

さ
定

指

地
在

所
）

号
番

便
郵

式
様

号
）

１
の

そ
第

開
を

業
営

の
等

所
務

関
条

い
お

に
後

た
と

う
よ

し
始油

軽

者
務

義
収

徴
別

特
て務

事
税

県

別
特 特

税
取

引様
長

所

格
。
い

さ
だ

号

後
更

変

。
る

す
と

４
列

者
賦

者
務

義
収

徴
別

特
※

配
の

備
設

蔵
貯

び
及

名
氏

、
は

て
つ

あ
に

人
法

図
置

さ
定 。

の
所
務

事
る

た
主

事
、

は
欄

」
日

月
年

た
れ

た
れ
さ

定
指

て
し

又
所

務

月
年

く
て
し

入
記

に
合

場

ッ
リ
ロ
キ

ル
ト
ッ
リ
ロ

日

容
内

の

ト
ッ
リ
ロ
キ

ル
ト

氏
）

者
務

義
収

徴
別

特

の

話
電

に
定

規
の

項
４

第
項

１
第登

の
更

録
登

の

下
、

り
よ

記

。
す

ま
し

請
申

を
録

日
月

年
た

れ

業
営

び
及

合
場

る
す

）
係

れ
さ

定
指

て
し

と
始

開
を

用
合

場
た

）
収

徴
録

登
者

務
義

収
徴

別
登

更
変

項
事

録
登

者
務

義

住
者

請
申

番
便

郵

録

所

号
番

課

日
月

年

日
月

年

代
び
及
称
名
に
び
並

地
在

開
を
業
営
の
所

業
事
は

表

ロ
キ

ル

。
い
さ

だ
た

し
始

ル
ト
ッ
リ
ロ
キ

ル
ト
ッ
リ

日
月

年
更

変

名

油
軽

り
お

と
の
記

）
番

局

の
税
取
引

日
月

年

）
番

局
話
電 所 号

日
月

年 書
請

申

な
し

入
記
、
は
欄
印
※

３

は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

い

別
特

※

更
変

の

工
本

日
、

注

号
番

録
登

者
務

義
収

徴

受
を

入
納
び
及
者
請
申

１

表
代
び

及
称
名
に
び

並

け

２

の
者

売

は
欄
」

地
入

納
の
油
軽

係
に

り
取

引
該
当
の
者
業

氏

者
る

け
受

を
入

納

住 名

事
録
登

更
変

変

始
開

入
納

項

例
条

収
徴
課
賦

税
県
口
山

し
と

者
務

義
収

徴
別

特

第

録
登

の
者
務

義
収
徴
別

特
項

事

地
入

納
の

油
軽

所

第
式
様
号

）
２
の
そ

第

る
れ
わ
行
が

入
納
の
油

軽

事
税
県

税
取
引
油

軽

と
こ様

長
所
務

格
規
業

。
い
さ

だ
く

で

特
※

号
第

。
る

す
と

４
列

び
及

所
住
の

者
る

収
徴

別

を
名
氏

に
人
法
、
は
名
氏

、

。
い
さ

だ
く

て
し

入
記

が
者
業
売
販
の

品
製
油
石

事
る

係
に
入

納
る

の
油

軽

名 所 称

て
し

入
記

を
所

業

更
変

前
容

内
の

更

日
月

年

氏

の
条

に
定
規

の
項

４
第
項
１
第

の
更
変

の
録

登
の

て

り
よ

記

。
す

ま
し
請

申
を

録
登

地
在

合
場

た
つ

な
と

）
係

関
条特

者
務

義
収

徴
別

特

）
用

項
事
録
登

者
務
義

収
徴

別

住
者

請
申

郵 更
変）

者
務
義

収
徴

別
特

賦
者

務
義

日
月

年

日
月

年

た
主
、
は
て
つ
あ

号
番

課

取
引

地
在
所
の
所
務
事
る

て
つ
あ
に
合

場
う
行
を
り

月
年。
い
さ
だ
く

販
、
は

後
日

月
年

更
変

日

名

と
の

記
下

、

）
番

局
話

電

録
登

の
税

取
引

油
軽
り

お

番
便

日
月

年 書
請

申
録

登

所 号

一
二



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県

考
備

登

報

第特

（号 外 ）
第

さ
き

大
の

紙
用

第
号

番
録

規
業

工
本

日
、

は

定
規

の
項

３

け
付

日
月

年

と
の

記
下

、
り

よ
に

所
住

者
務

義
収

徴
別

）
地

在
所

名
氏

）
称

名

式
様

号
第

様

取
引

油
軽 ）

係
関

条

格

日
月

年
録

登
号

。
る
す

と
４

列

山
、

は
て

い
つ

に
請

申
の

義
収

徴
別

特
り

お

税
県

口

別
特

税

記

登
て

し
と

者
務

書
知

通
録

登
者

務
義

収
徴

日
月

年

第
例

条
収

徴
課
賦

の
条

月
年

号
第

。
た

し
ま

し
録

長
所

務
事

税
県

日印

、
は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

由
理

請
申

理
請

申

工
本
日

及
所
住
の
者

請
申

注

生
発

を
名

氏
の
者

、
は

名
氏

び

い
さ
だ

く
て
し
入
記

収
徴

別
特
り
お

と
の
記
下

第
例
条

収

義

の
条

の
項

５
第

第
号

番
録

登

第
式
様
号

第事
税
県

引
油
軽 ）
係

関
条

様
長
所
務

格
規
業

日
月

年

由

。
る
す
と
４

列

の
そ

、
は

て
つ

あ
に

人
法。

事
る

た
主 消

の
録

登
の
て

し
と

者
務

請
申

り
よ
に

定
規

受
を
除

記

。
す

ま
し

日
月
年

録
登

号

登
者

務
義
収

徴
別
特
税

取

住
者

請
申

郵 除
消

録

氏
）

者
務
義

収
徴

別
特

一
三

並
地
在
所
の
所
務

日
月

年

表
代
び
及
称
名
に
び

で
の

い
た

け

）
番

局
話

電

徴
課

賦
税

県
口
山

、

日
月

年

所 号
番

便

日
月

年

書
請
申

名



平成 年 月 日 火曜日

注

考
備

す 箇 す

山 口

消 消

県 報

者登 特

（号 外 ）
第

服
不

て
い
つ

に
分

処
の

こ
場

る
あ

が

審
服

不
政
行

、
に

内
以

日

書
求
請

査
審

。

４
第
法

査

た
ま

な
を

通
２

副
正

、
は

の
し

消
取

の
分

処
の

こ
、

県
口

山
、

に
内

以
月

え
訴

起
提

）
。

て
し

と
告

被
を

。
す
ま

き
で

が
と

こ
る

す

本
日
、

は
さ

き
大

の
紙

用

由
理

除

日
月

年
除

規
業
工

例
条

収
徴

課
賦

税
県

口
山

第

除
消

を
録

登
の

て
し

と

条。
す

ま
し

所
住

者
務

義
収

徴
別

）
地

在
所

名
氏

録
登

号
第

号
番

録

）
称

名

式
様

号
第

様

税
取

引
油

軽 ）
係

関
条

つ
あ
が

分
処

の
こ

、
は
合

に
定
規

の
条

知
を

と
こ

た

審
に

事
知

県
口

山
、

り
よ

長
所
務

事
税

県
当

く
べ
る

処
の
こ

、
は

て
し

由
経

を

つ
知

を
と

こ
た

つ
あ

が
分

山
、

て
い

お
に

合
場

の
こ

格

知
県

口

。
る
す

と
４

列

の
、

り
よ

に
定

規
の

項
６

第

記

下

日
月
年

消
録

登
者

務
義

収
徴

別
特

項
５

第

知
通

除

算
起

ら
か
日
翌
の

日
た
つ

と
こ
る
す
を

求
請

査

て
し

だ
く
て

し
出
提

ま
き
で
が

ら
か
日
翌

の
日
た

。
い
さ

の
告

被
が

事

６
て
し
算
起

日
月

年

ま
り

な
と

者
表

代

義
収
徴

別
特

り
お

と
の
記

務日
月

年

務
事

税
県

日
月

年

号
第

書

長
所

印

第

し

号様式（第 条関係）

年 月 日 申

特別

県税事務所長 様 義

下記のとおり軽油引取税の徴収
ます。

軽 油 引 取 税 徴 収 猶 予

請 者 住 所

徴収

務 者 氏 名

猶予の承認を受けたいので、山口

申 請 書

県税賦課徴収条例第 条の の規定により申請

納
額
予

徴
税
期

申

申
証

年 月実績分 納入すべき税
及び徴収猶
申請税額 納期内納入額

第１次猶予期限収猶予申請
額の分納の
限及び税額 第２次猶予期限

請 理 由

請に係る
拠 書 類

記

期限 年 月 日 申

徴収

猶

猶

円

日月年

告 税 額

猶予申請税額

予 税 額

予 税 額

円

納

備

税 担 保

注 申請者の住所及び氏名は、法
してください。

考 用紙の大きさは、縦 セン

人にあつては、その主たる事務所

チメートル、横 センチメート

の所在地並びに名称及び代表者

印

ルとする。

の氏名を記入

一
四



平成

第 号様

年 月 日 火曜日

式（第 条関係）

山 口 県 報 （号 外 ）

住

氏

軽油引取税徴収

所（所在地）

名（名 称）

猶予承認通知書

様

つた

の

第

年

県税事務

年 月 日付け

年 月実績分の

徴収猶予については、地方税

号

月 日

所長 印

で申請のあ

軽油引取税

法第 条

注 こ
とを
法第
でき
長を
ま

る裁
内に
が被
な

る裁

の処分について不服がある場合は
知つた日の翌日から起算して 日
４条の規定により、山口県知事に
ます。審査請求書は、正副２通を
経由して提出してください。
た、この処分の取消しの訴えは、
決があつたことを知つた日の翌日
、山口県を被告として（この場合
告の代表者となります。）提起す
お、この処分の取消しの訴えは、
決を経た後でなければ提起するこ

、この処分があつたこ
以内に、行政不服審査
審査請求をすることが
なるべく当県税事務所

上記の審査請求に対す
から起算して６箇月以
において、山口県知事
ることができます。
上記の審査請求に対す
とができないこととさ

の

認し

区

第１

第２

第１項の規定により、下記

ます。

記

分 猶 予 期 限 猶 予

次 年 月 日

次 年 月 日

のとおり承

税 額

円

円

れて
裁決
り生
はそ
裁決
ます

備考

いますが、審査請求があつた日か
がないとき、処分、処分の執行若
ずる著しい損害を避けるため緊急
の他裁決を経ないことにつき正当
を経ないで、処分の取消しの訴え
。
用紙の大きさは、縦 センチメ

ら３箇月を経過しても
しくは手続の続行によ
の必要があるとき、又
な理由があるときは、
を提起することができ

ートル、横 センチメートルとする。

る
係

に
還

返

日
月

年
除

解

還
返

の
油

軽

量
数

の
油

軽販
び
及
者

出
届

注

日
月

年

に
び
並
地

手
相
の

約
契
売

備

氏
の
者

表
代

び
及
称
名

日
、
は
さ
き
大
の
紙

用
考

日
月

年
入

納
の

油
軽

工
本

名
先
入
納
の
油
軽

地
在

所

の
油

軽
る

係
に

り
取

引

称

の
除

解
の

約
契

売
販

量
数

由
理

約
契

売
販
り
お

と
の
記
下

第

の

の
条

に
定

規
の
項
１
第方

手
相

の
約

契
売

販
所

住

日
月

年
取

引
の

油
軽

名
氏

第
式
様
号

第

所
務
事

税
県

軽 ）
係

関
条

様
長

、
は
名
氏
び

及
所
住
の
方

て
し

入
記

を
名

あ
に

人
法

格
規

業

。
い
さ

だ
く

。
る
す
と
４

列

還
返

が
油

軽
り

よ
に

除
解

す
ま

出
け
届

り
よ

た
れ
さ

出
届

郵 出
届

還
返

油

記 。

住
者

氏
）

者
務
義

収
徴

別
特

一
五

日
月

年

ル
ト
ッ
リ

日
月

年

事
る
た

主
の
そ
、
は
て
つ

ッ
リ

日
月

年

在
所
の
所
務

ル
ト

口
山

、
で

の

）
番

局
話

電

例
条

収
徴

課
賦
税

県

日
月

年 名 所 号
番

便

日
月

年

書



平成 年 月 日 火曜日

除 解 の 約 契 売

山 口

販 訳 内 の

県 報

第 第出 算

（号 外 ）
第

量
数

の
油

軽
る

係
に

還
返

所

年
日
月

年
取

引
の

油
軽

称
名

先
入

納
の

油
軽

地
在数

の
油
軽

る
係

に
り

取
引

月
年

除
解

由
理

の
除

解

量

年
日 ）

○
円

×
ロ

税
納

未
る

け
お

に
時

請
申

○
額

ハ

額
金
請

申
付

還
○ ロ○
は
又

ロ
○ ハ ）

額
金
請

申
除

免
○ ハ

年
入

納
の

税
取

引
油

軽

）

方
手

相

住
の

約
契

売
販

月

氏

り
よ

に
定

規
の

項
１
項

２
す

ま
し

請
申

引
油

軽
る

係
に

除
免
付

還

額
金

請
申

除
免

付
還

税
取

の
油
軽

た
れ

さ
還

返

分
区供
に
途

用
税

免
は

又
量

数
○

量
数

の
油

軽
た

れ
さ

イ

額
税
取

引
油

軽

式
様

号
第務
事

税
県

油
軽 ）

係
関

条軽
り

お
と

の
記

下

様
長

所

免 還
の

税
取

引
油

月

月
年
入

納
の

油
軽

日
月

円 円

月
年
還

返
の

油
軽

日

名 所 日

記

。

売
販

限
期
納

分
績
実

月
年

合
場
た

れ
さ

除
解

が
約

契

ル
ト

ッ
リ

書
請

申
除

免
付

還
税

取
引

住
者

請
申

番
便

郵氏
）

者
務

義
収

徴
別

特

の
い

た
け

受
を

除 付

話
電

税
県

口
山

、
で

ッ
リ

日
月

年
日

ル
ト
ッ

リ

円 円 円 円日
月

年
日

ル
ト

し
渡

引

円

日
月

年

日
月

年

れ
さ
供
に
途

用
税
免
に
後

ル
ト
ッ
リ

合
場
た

名 所 号

日
月

年

第
例

条
収

徴
課
賦

）
番

局

の
条

第
の
条

課
賦
税
県

口
山

類
書
付
添

第
例

条
収
徴

数
の
そ
び
及
と
こ

た
つ
あ

て
つ
あ
に

合
場
る

証
を

量

請
申

１
注

以
油
軽

税
免
は

在
所

の
約
契

売
販

び
及
者

２

代
び
及

称
名
に
び
並
地

付

欄
」
除

解
の

約
契
売
販

し
入

記
に

合
場
る
け
受
を

、
は
さ
き
大
の
紙

用
考
備

工
本
日

の
条

申
り
よ

に
定

規
の

項
２

第

、
類
書
る

り
足
に
る
す

請

第
例
条
同に
途
用
税
免

を
油
軽
の
外

所
住

の
方

手
相

こ
た

し
供

者
表

人
法
、

は
名

氏
び

及

だ
く
て
し
入
記
を

名
氏
の

解
の

約
契

売
販

、
は

い
さ

さ
だ
く

て

還
返
り

よ
に

除

格
規
業

。
い

合
場
る
す

。
る
す
と
４

列

還
返
の
油
軽
は
て

つ
あ
に

の
条

が

申
り
よ
に
定
規

の
項
１
第

つ
あ
に

書
認
承
の
と

す
請

務
事
る

た
主

の
そ

、
は

て

係
に
油
軽
た
れ
さ 。

の
所

還
の
税
取
引
油
軽
る

一
六



平成

第 号

年 月 日 火曜日

様式（第 条関係）

山 口 県 報 （号 外 ）

下記

条例第

免税軽油以外

県税事務所長 様

のとおり免税軽油以外の軽油

条の 第１項の規定により

の軽油を免税用途に供したこ

申

を免税用途に供したことの承

申請します。

との承認申請書

郵便番号

請者 住 所

氏 名

（電話 局

認を受けたいので、山口県

番）

税賦課徴収

免税軽

免税証

付 申

免税証

油使用者証番号 第

申請年月日 年 月交

請 数 量 リ

の

記

号 供用
免税軽油以外の
軽油を免税用途
に供した年月日
及び数量

日 数

ットル 事務
業所免税軽油以外の

軽油の引渡しを

年月日 年

量

所又は事
の所在地

月 日

リットル

交付を
けた年
日及び
量

免税軽
免税用
が生じ

交付年月日 年 月受
月
数 数 量 リ

油以外の軽油を
途に供する必要
た理由

行つた販売業者日
氏名

ットル 免税軽油以外の軽
年月日

免税用途に供した軽油
免税証の交付を申請で
た理由

又は名称

油の引取
年

について
きなかつ

月 日

添付書

山口

注 申

さい

備考

類

県税賦課徴収条例第 条の 第１

請者の住所及び氏名は、法人にあ

。

用紙の大きさは、縦 センチメ

項各号に掲げる事項についてそ

つては、主たる事務所の所在地

ートル、横 センチメートル

の事実を証するに足りる書類

並びに名称及び代表者の氏名を記

印

とする。

入してくだ

一
七



平

第

成 年 月 日 火曜日

号様式（第 条関係）

山 口 県 報 （号 外 ）

免税軽油以外の軽油を

住 所（所在地）

氏 名（名 称）

免税用途に供したことの承認

様

つ

た

書

第

年

県税事

年 月 日付

た免税軽油以外の軽油を免

ことについては、

号

月 日

務所長 印

けで申請のあ

税用途に供し

年 月

注 この処分について不服がある場

服審査法第４条の規定により、山

当県税事務所長を経由して提出し

また、この処分の取消しの訴え

日

つ

第

す

合は、この処分があつたことを知

口県知事に審査請求をすることが

てください。

は、この処分があつたことを知つ

た軽油 リット

条の 第４項
第５項の規定に

。

つた日の翌日から起算して 日

できます。審査請求書は、正副

た日の翌日から起算して６箇月

から引き取

ルを地方税法

より承認しま

以内に、行政不

２通をなるべく

以内に、山口県

備

を被告として（この場合において

考 用紙の大きさは、縦 セン

、山口県知事が被告の代表者とな

チメートル、横 センチメート

ります。）提起することができ

ルとする。

ます。

計
引
差

額
金

き
べ

す
入

納

◯ イ
◯ ト

◯
量
減
欠

チ
×

◯
量
準
標
税
課

）

チ
◯ リ

算
加

告
申

少
過

×
円

額
税

算
加

重

金
算

加
告

申
不

金

第
法

量
数

入
納

の
油

軽

金

て
つ
よ

に
定
規

の
２
の
条

第
法

量
数

る
れ
さ
外
除

法
量
数

の
号
１

第
５
の
条

第

課

量
数

の
号
２

第
５
の
条

量 数 い な ら な と 象 対 税

量
数

入
納

る
よ

に
証

税
免

入
納

の
へ
等
隊
軍
国
衆
合

◯ 計
小 量

数

ロ
◯
＋
ハ
◯
＋
ニ
◯
＋
ホ
◯
＋
ヘ

税
取
引
油
軽

量
準

標
税
課

算
加

び

額
金

算
加

額
税
の

額
金

◯ ヲ
◯
、
ワ
◯
、
カ
）

分
区

番
課
賦

度
年

度
年

第
式
様
号

）
１

の
そ

第

所
住

軽

）
用
入
納
告

申

名
氏

）
地
在
所

）
称

名

◯ ル
◯
＋
ヲ
◯

＋
ワ
◯

＋
カ

◯ チ◯ リ◯ ヌ
円

円
◯ ヌ額 額 額

ッ
リ

ル
ト
ッ

リ
ル
ト

ッ
リ

ト
◯ イ◯ ロ◯ ハ◯ ニ◯ ホ◯ ヘ◯ ト

お
と

の
記

下
、

て
い

つ
に

ま
限
期

納
を

定
決
正

更
り

記

さ
だ

く
て

め
納
に
で

告
申

号

定
決
は
又
正
更

正
更
再

引
油

正
更 ）
係

関
２
の
条

通
定

決
金

算
加

定
決

税
取

様

． ． ．

円
円
◯ ル◯ ヲ◯ ワ◯ カ

ル
ト

ッ
リ

ル

． ． ． ． ． ． ．

長
所

務
事

税
県

印

額
金

足
不
、

で
の

た
し

◯ ル

。
い

及
）

足
不

過

分
月

年
月

年
績

実

は
又

日
月

年

号
第

書
知

一
八



平成 年 月 日 火曜日

考
備

山 口 県 報 （号 外 ）

な
が

決
裁

も

注

備 納 根 更

た
る

処
、

分
処

、
き

と
い

と
る

あ
が

要
必

の
急

緊
め

で
い

な
経

を
決

裁
、

は

き

さ
き
大

の
紙

用

の
分
処

、

の
こ

２

規
業

工
本

日
、

は

あ
が
服

不
て

い
つ

に
分

処

て
し

審
服
不

政
行

、
に

内
以

日

求
請
査

審
。

す
ま

き
で

が

こ
、

た
ま

。
い

さ

、
は
書

の
日

の
し
消

取
の

分
処

の

箇
６
て

し
算

起
ら

か
日

翌

と
者

表
代
の

告
被

が
事

月

処
の
こ

、
お

な

す
ま

り
な

こ
る

す
起

の
し

消
取

の
分

の

と
と

こ
い

な
き

で
が

と

の
限

期
納

の
そ

は
又

間
期ト

ン

日
翌

平
ち
う

の
間

期
の

ら
れ

こ

の
年
前

の
年

月

商
る

れ
ら

め

す
過
経

を
日

の
ト

引
割

準
基

の
形

手
業

は
合
場

い
な

た
満

に
合

割

算
計

て
じ
乗

を
合

割
の

、

き
と

る
あ

で
満

額
金

た
し

合
場

の

金
数

端
の

そ
、

は

割
の

り
た

当
年

る
け

お
に

拠
の

定
決

は
又

正

。
す

で

県
所

場
る

す
入

法
税

方
地

融
金
理

関
機

融
金

定
指

の

額
金

足
不

１

考

税
県

関
機

額
税

告
申
、

は
て

い
つ

に

は
又

あ
が

数
端

の
満

未
円

る
て

捨
り

切
を

額
全

の
そ

手
は
く

し
若

行
執

の
分

。

そ
は

又
、

よ
に
行

続
の

続

と
こ

い
な

経
を

決
裁

他
の

起
提
を

え
訴

の
し

消
取

に

格

で
が

と
こ

る
す

は
合

場
る

。
る

す
と

４
列

こ
た
つ

あ
が

分
処

の
こ

、

に
定

規
の

条
４

第
法
査

と

通
２

副
正

県
口
山

、
り

よ

務
事

税
県

当
く

べ
る

な
を

査
審
の

記
上

、
は

え
訴

所

、
に

内
以

る
す

対
に

求
請

て
し

と
告

被
を

県
口

山

が
と

こ
る

す
起

提
）
。

こ

上
、

は
え
訴

。
す

ま
き

で

る
す
対

に
求

請
査

審
の

記

査
審

、
が

す
ま

い
て

れ
さ

を
月

１
ら

か

つ
あ
が

求
請

成

期
の

で
ま

日
る

す
過

経

間
期

の
後
以

日
１

月
１

年

日
る

け
お

に
時
る

い
つ
に

第
法

行
銀

本ン
セ

ー
パ

４
年

に
率

第
条

準
基

該
当

加
を

合
割

の
ト

ン
セ
ー

パ
４

年
に

率
引

割

金
滞

延
の

ト

又
額

あ
が
数

端
の

満
未

円

て
捨

り
切

を
額

全
の

そ
は

閏
、
は

合

）
。
る

つ
に

間
期

む
含

を
日

の
年

金
理
代

定
指

、

項
第

条
第

務
事

代
納

収
は

又
関

機
融

ら
か

日
翌

の
限

期
入
納

所

又
き

と
る

で
ま

日
の

入
納

が
額

全
は

年
に

）

で
満

未
円

ト
ン
セ

ー
パ

し
著
る

ず
生
り

知
通

の
こ

当
正
き

つ

け
避
を
害
損
い

ま
き

き
と
る
あ
が
由
理
な

日
翌
の
日
た

つ
知

を

。
す

請
査
審

に
事
知

算
起
ら
か

由
経
を

長

と
こ
る
す
を
求

決
裁

だ
く
て
し
出
提
て
し

た
つ
知
を

と
こ
た
つ
あ

が

口
山

、
て
い
お
に

合
場

の

な
で
後
た
経

を
決
裁

知
県

箇
３
ら

か
日

た

提
ば
れ
け

い
つ

に
間

て
し
過
経
を
月 年
、
は

て

間
期
該
当

、
は
て

セ
ー

パ

号
１

第
項

１

各
る
す
属
の

た
し

算

定
り
よ
に

定
規
の年
が

合
割

算
加
を

合
割
の

ン
セ

ー
パ

又
き
と
る

）
）
合
割

た
しが
額
全
は

し
収
徴
て
し

算
加
を

未
円

、
も

て
い

こ
。
す
ま

金
足
不

合
割

の
り

た
当

日

期
納

の
額
金
算

加
び
及
額

数
日
の

間
期

の

日
月

年 限

き
と
る
あ

足
不
、
じ
応
に

に
書

額
金
数
端
の
そ
、
は

で
ま
限
期

納
た
れ
さ
定

指

て
い
つ

に
額
金
足
不

１
注

額
税

、
は

加
告

申
少

過

端
の
満

未
円

加
重

金
算

加
告

申
不

金
算

更

額
金

き
べ

す
付

納

金
算

方
地

拠
根

の
定
決
は
又
正

指
の
県

所
場

る
す

付
納

税

区

考
備

関
機

融
金

理
金
定

、
有

所
、
費

消
、
売

販

分

課
量

数
の

入
輸

は
又

渡
譲

な
と
象

対
税
課
の
等
済
税税
免

分 除 控
量
数
い
な
ら数

費
消
の

油
軽
る
よ
に
証

◯
計
小

量

ロ
◯
＋
ハ

◯
量
準
標
税
課

イ
◯ ニ

×
円

額
税

名
氏

油
軽

量
準

標
税
課

）
称

名

額
金

算
加

額
税
の
税

取
引

額
金
算
加

び
◯ ト
◯
、
チ
◯
、
リ
）

番
課
賦

度
年

度
年

第
式
様
号

）
２

の
そ

第

所
住

軽

）
用
付
納
告

申

）
地
在
所

か
日
翌
の
限

期
付
納
告
申

き
と
る
あ

が
数

の
付

納
らが

額
全
は
又

◯

額 額 額

円

ヘ
◯
＋
ト
◯

＋
チ
◯

＋
リ

定
指
、
関

機
融

第
条

第
法県

収
は
又
関
機

融
金
理
代

告
申

所
務
事
税

定
決
は

正
更
再

ッ
リ

ル
ト
ッ

リ
ル
ト

ッ
リ

ト
◯ イ◯ ロ◯ ハ◯ ニ◯ ホ

円
円

◯ ホ

と
の
記

下
、

て
い

つ
に

様

限
期
納

を

定
決
正

更
り
お

記

さ
だ

く
て
め

納
に
で
ま

又
正
更

号

引
油

正
更 ）
係

関
２
の
条

通
定

決
金

算
加

定
決

税
取

一
九

に
数
日

の
間
期
の
で
ま
日

る
あ
で

満
未

足
不
、
じ
応

額
金
数
端
の
そ
、
は

き
と

◯ ト◯ チ◯ リ

金
算
加

び
及

額
金

足
不

項

日
月

年
代
納

限
期
納

の
額

は
又

足
不

過
ル

ト
ッ
リ

ル

． ． ． ． ．

円
円
◯ ヘ

長
所

務
事

税
県

印

額
金

足
不
、

で
の

た
し

◯ ヘ

。
い

及
）

分
月

年
月
年
績
実

日
月

年

号
第

書
知



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口

考
備

県 報 （号 外 ）

十
一
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

十
一
年
三
月
三
十
一
日
発
行

い
な

き
で

が
と

こ
る

す
起

と
い

な
が

決
裁

も

と
と
こ

緊
め
た

る

処
、
分

処
、

き

は

き
と
る

あ
が

要
必

の
急

処
、

で
い

な
経

を
決

裁
、

、
は

さ
き

大
の

紙
用

の
分

こ
２

。
す
で

規
業

工
本

日

が
服
不

て
い

つ
に

分
処

の

て
し

あ審
服
不

政
行

、
に

内
以

日

求
請
査

審
。

す
ま

き
で

が

こ
、

た
ま

。
い

さ

、
は
書

の
日

の
し
消

取
の

分
処

の

箇
６
て

し
算

起
ら

か
日

翌

と
者

表
代
の

告
被

が
事

月

処
の
こ

、
お

な

す
ま

り
な

の
そ

は
又

の
し

消
取

の
分

の

。
る

て
捨

り
切

を
額

全

の
限

期
納

の
そ

は
又

間
期ト

ン

日
翌

平
ち
う

の
間

期
の

ら
れ

こ

の
年
前

の
年

月

商
る

れ
ら

め

す
過
経

を
日

の
ト

引
割

準
基

の
形

手
業

は
合
場

い
な

た
満

に
合

割

算
計

て
じ
乗

を
合

割
の

、

き
と

る
あ

で
満

額
金

た
し

合
場

の

金
数

端
の

そ
、

は

割
の

り
た

当
年

る
け

お
に

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

査
審
、

が
す

ま
い

て
れ
さ

若
行
執

の
分

つ
あ

が
求

請

よ
に

行
続

の
続

手
は

く
し

経
を
決

裁
他

の
そ

は
又
、

訴
の
し

消
取

に
と

こ
い

な

で
が

と
こ

る
す

起
提

を
え

格

は
合

場
る

。
る

す
と

４
列

こ
た
つ

あ
が

分
処

の
こ

、

に
定

規
の

条
４

第
法
査

と

通
２

副
正

県
口
山

、
り

よ

務
事

税
県

当
く

べ
る

な
を

査
審
の

記
上

、
は

え
訴

所

、
に

内
以

る
す

対
に

求
請

て
し

と
告

被
を

県
口

山

が
と

こ
る

す
起

提
）
。

こ

上
、

は
え
訴

。
す

ま
き

で

る
す
対

に
求

請
査

審
の

記

年
に

）
ト

ン
セ

ー
パ経
を

月
１

ら
か

知
通
の

こ

成

期
の

で
ま

日
る

す
過

間
期

の
後
以

日
１

月
１

年

日
る

け
お

に
時
る

い
つ
に

第
法

行
銀

本ン
セ

ー
パ

４
年

に
率

第
条

準
基

該
当

加
を

合
割

の
ト

ン
セ
ー

パ
４

年
に

率
引

割

金
滞

延
の

ト

又
額

あ
が
数

端
の

満
未

円

て
捨

り
切

を
額

全
の

そ
は

閏
、
は

合

）
。
る

つ
に

間
期

む
含

を
日

の
年

県

庁

定
価
一
箇
月

金

知
事

過
経

を
月
箇
３
ら

か
日
た

損
い
し
著
る

ず
生

り

て
し

理
な
当

正
き
つ

け
避
を
害

。
す
ま

き

き
と
る
あ
が
由

ら
か

日
翌
の
日
た

つ
知

を

を
求
請
査
審

に
事
知

算
起

て
し
由

経
を

長

と
こ
る
す

あ
が
決
裁

だ
く
て
し
出
提

場
の

た
つ
知
を
と
こ
た
つ

知
県
口
山

、
て
い
お
に

合

れ
け

な
で
後
た
経

を
決
裁

納
た
れ
さ
定

指
に

書

提
ば

は
て

い
つ

に
間

で
ま
限
期

年
、間
期
該
当

、
は
て

セ
ー

パ

号
１

第
項

１

各
る
す
属
の

た
し

算

定
り
よ
に

定
規
の年
が

合
割

算
加
を

合
割
の

ン
セ

ー
パ

又
き
と
る

）
）
合
割

た
しが
額
全
は

し
収
徴
て
し

算
加
を

未
円

、
も

て
い

こ
。
す
ま

合
割

の
り

た
当

日

二
千
七
百
円
（
送
料
共
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

行
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の

た
始
動
票
札
と
み
な
す
。

３

改
正
後
の
規
則
別
記
第
五

十
日
ま
で
の
期
間
分
の
徴
収

十
一
日
ま
で
の
期
間
分
の
徴

第
第
ら

か
式
様
号

式
様

号

別
記
第
百
二
十
一
号
様
式
の

別
記
第
百
三
十
二
号
様
式
か

第
第
ら

か
式
様
号

式
様

号

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十

（
経
過
措
置
）

現
に
改
正
前
の
山
口
県
税
賦
課
徴

を
受
け
て
い
る
始
動
票
札
は
、
改

規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条

十
一
号
様
式
の
規
定
は
、
平
成
二

取
扱
費
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し

収
取
扱
費
の
額
の
算
定
に
つ
い
て

除
削

で
ま二

か
ら
別
記
第
百
二
十
一
号
様
式

ら
別
記
第
百
五
十
一
号
様
式
ま
で

除
削

で
ま一

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
条
例
施
行
規
則
第
四
十
五
条
の

正
後
の
山
口
県
税
賦
課
徴
収
条
例

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受

十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月

、
同
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
三
月

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

の
十
ま
で
を
削
る
。

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
〇

四施け三三


